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第１条（定義）
本規約において、次に掲げる用語は次の意味を有します。
（イ)「法人会員」とは、アメリカン・エキスプレス®・コーポレート・カード会員としてアメリカ

ン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド（以下「当社」といいま
す。）に登録されている法人その他の団体（以下「法人」といいます。）をいいます。法人
会員自体にはカードは発行されません。

（ロ)「カード会員」とは、法人会員の要請に基づき当社が発行したコーポレート・カードに、そ
の名前が刻印されている役員または従業員をいいます。

（ハ)「コーポレート・カード」とは、法人会員の支払責任においてカード会員が使用するためカード会
員に発行されるアメリカン・エキスプレス・コーポレート・カードをいいます。

第２条（入会、コーポレート・カードの申込および発行、カード
会員規約の適用）
1.	 法人が本規約および別に定める「アメリカン・エキスプレス・コーポレート・カード会員規
約-コーポレート・カード会員用-」（以下「カード会員規約」といいます。）を承認のうえ「ア
メリカン・エキスプレス・コーポレート・カードシステム基本申込書」により当社に対し入
会を申込み、当社が審査のうえ適格と認めた場合、当社は当該法人を法人会員として登録
するものとします。

2.	 当社は法人会員が指定するその法人の役員および従業員に対してコーポレート・カード
を発行します。コーポレート・カードの申込および発行の方法については、カード会員規
約に定めるところによります。

3.	 法人会員は、管理責任者（法人会員の代表者もしくは法人会員の代表者より委任された
者）をあらかじめ指定するものとし、コーポレート・カードおよびその他サービスの申込、
追加、解約にあたっては、管理責任者が法人会員に代わって行うことができます。管理責
任者は、原則として法人会員の従業者とします。ただし、法人会員がカードに関する業務
を第三者に委託している場合に限り、第三者の従業員を指定することができるものとし、
法人会員が第三者の従業員を指定した場合は、法人会員がカードに関する業務を当該第
三者に委託したものとみなします。なお、かかる業務委託に伴う本委託先への個人情報の
移転（当社がその指示に従い行うものを含みます。）について、カード会員本人からの同意
取得または本委託先の監督その他個人情報保護法上必要となる対応（本委託先が国外に
ある者の場合、個人情報の国外移転のために必要となる対応を含みます。）については、
法人会員が自らの責任で行うものとします。

4.	 法人会員は、コーポレート・カードの発行を受ける個人を指定したとき、あるいは当該個
人がコーポレート・カードを受領、署名、または使用したとき、本規約のほかカード会員規
約にも拘束されることに同意したものとみなされます。

5. 法人会員は、諸届出（法人会員情報およびカード会員情報の更新を含む。）、カード再発行
手続き、退会手続きその他の手続きに関し、法人会員と当社との間で連絡調整を行う担当
者として、連絡担当者を指名し、当社に通知するものとします。連絡担当者は、原則として
法人会員の従業者とします。ただし、法人会員がカードに関する業務を第三者に委託して
いる場合に限り、第三者の従業者を指定することができるものとし、法人会員が第三者の
従業員を指定した場合は、法人会員がカードに関する業務を当該第三者に委託したもの
とみなします。なお、かかる業務委託に伴う本委託先への個人情報の移転（当社がその指
示に従い行うものを含みます。）について、カード会員本人からの同意取得または本委託
先の監督その他個人情報保護法上必要となる対応（本委託先が国外にある者の場合、個
人情報の国外移転のために必要となる対応を含みます。）については、法人会員が自らの
責任で行うものとします。

第３条（連帯責任）
コーポレート・カードに関し生じた一切の債務につき法人会員はカード会員と連帯して責任
を負うものとします。但し、カード会員の責任は自己のコーポレート・カードに関し生じた債
務に限るものとします。

第４条（支払方法）
1.	 コーポレート・カード使用による物品・サービス購入代金、年会費、遅延損害金、その他の
代金・手数料およびこれらにかかる消費税（以下「代金等」といいます。）の支払について
は、当社が別に定める一括支払方式および／または個別支払方式のうちいずれかの方法
によるものとします。

2.	 一括支払方式とは、各コーポレート・カードに関して生じた代金等が当該法人会員により
一括して決済される方式をいいます。当社からの請求書は法人会員宛てに送られます。法
人会員は支払期日に所定の方法により支払うものとします。

3.	 個別支払方式とは、各コーポレート・カードに関して生じた代金等がそれぞれカード会員
別に決済される方式をいいます。当社は原則として毎月カード利用代金明細書を作成し、
カード会員規約に定める方法で各カード会員に送付またはその閲覧に供するものとしま
す。法人会員は、自己の支払責任に係るすべてのコーポレート・カードに関し、代金等が支
払期日に所定の方法により支払われるよう管理するものとします。

４．支払が指定金融機関口座からの自動振替の方法による場合で、当社指定日に自動振替が
できなかった場合には、一部金融機関との約定に基づき、指定日以降再度全額または一
部を自動振替することができるものとします。

第５条（会員資格の取消および退会）
1.	 当社は、カード会員規約に定める方法により、法人会員または各カード会員の会員資格を
一時停止し、または取消すことができます。また、法人会員およびカード会員は、カード会
員規約に定める方法により、退会することができます。

2.	 法人会員は、文書により当社に通知し、該当するコーポレート・カードを半分に切断して当

社に返却することにより、特定のカード会員をいつでも退会させることができます。法人
会員は、当社に対し、当該退会に関連して生じるすべての損害について補償することに同
意します。

3.	法人会員もしくは法人会員の関連会社、またはそれらの役員、従業員等のいずれかが、第
11条第1項各号のいずれかに該当した場合または同条第2項各号のいずれかに該当する
行為をした場合、同条の法人会員による表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場
合、またはそれらいずれかの事由により法人会員との契約を継続することが不適切である
と当社が認めた場合、当社は通知することにより直ちに法人会員の会員資格を取消し、す
べてのコーポレート・カードを解約することができるものとします。

第６条（届出事項の変更）
1.	 法人会員は、当社に届け出た会社名、住所、管理責任者、連絡担当者、代金等支払の指定
口座、代金等の支払方法、またはその他届出事項に変更があった場合、直ちに書面にて当
社に届け出るものとします。

2.	 前項の届出がない場合、そのために当社からの通知または送付書類その他のものが延着
し、または到着しなかった時といえども、通常到達すべき時に法人会員に到達したものと
みなします。

第７条（情報の提供等）
1．法人会員は、当社より相当の要請があったとき、法律の許容する範囲内で、カード会員の
所在、その最後に確認された住所、そのコーポレート・カード利用状況に関する情報で法
人会員が保有しまたは入手できるものを当社に提供し、また当社の要請により当該コー
ポレート・カードの利用に関して法人会員が保有しまたは入手できる文書・資料等を当社
に提出するものとします。但し、これらの情報等の提供により、カード会員の権利または正
当な利益が害される場合であって、当該カード会員より停止の請求があったときは、法人
会員は、当社に対し、当該カード会員に関する新たな情報等の提供を行わないものとしま
す。

2．法人会員は、コーポレート・カードの利用に関する調査、訴訟または訴追について当社に
協力するものとします。

3．法人会員は、当社の要請により、当該コーポレート・カードの代金等が法人会員の社内規
定に従って、会社の業務に係る費用として当該カード会員に既に支払われている旨の書類
（公証人による認証ができるときは、当該認証を受けたもの）を提出するものとします。
4．前三項は、第5条に基づき法人会員が退会した場合またはコーポレート・カードが解約さ
れた場合も有効に存続するものとします。

第８条（責任の制限）
法律に別段の定めある場合を除き、当社の責めに帰すべき事由に基づく機器・システムの誤
作動について当社が、法人会員、カード会員および第三者に対して負担する責任は、誤作動
によるデータ等の誤りを確認した後相当期間内に当該データ等を修正することに限定される
ものとし、当社は当該誤作動に起因する損害について一切責めを負わないものとします。機
器・システムの誤作動について第三者にその全部または一部の責任がある場合、これに起因
する損害については、当社は一切責任を負いません。

第９条（適用法規）
コーポレート・カードの申込、発行または使用に関して生じた一切の事項について、日本の法
律が適用されるものとします。本規約に関し生じた紛議については、東京地方裁判所または
東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第10条（規約の変更）
1．当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変
更する旨および変更後の内容ならびにその効力発生時期を、当社のウェブサイトへの掲
載その他の相当な方法により周知することによって、本規約を変更することができるもの
とします。
(1)	 法人会員の一般の利益に適合するとき
(2)	 変更の内容が、コーポレート・カード利用の目的に反せず、変更の必要性、変更後の

内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
２．当社は、前項に基づくほか、随時法人会員に対し文書またはその他の方法により通知す
ることによって本規約の各規約を改正することができるものとします。この場合、法人会員
は、当該通知後にカード会員がコーポレート・カードを使用または保持した場合、規定の
改正を承認したものとみなされ改正後の規定に拘束されます。

３．当社は、カード会員規約をその定めるところに従って変更できるものとします。

第11条（反社会的勢力でないことの表明および確約）
1. 法人会員は、法人会員および法人会員の関連会社、ならびにそれらの役員、従業員等（以
下「法人会員等」という）が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を
経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊
知能暴力集団等またはテロリスト等その他これらに準じる者（以下総称して「暴力団員等」
という）に該当しないこと、および次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわ
たっても該当しないことを確約するものとします。
(1)	 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)	 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
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(3)	 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目
的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有するこ
と

(4)	 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている
と認められる関係を有すること

(5)	 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべ
き関係を有すること

2. 法人会員は、法人会員等が自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する
行為を行わないことを確約します。
(1)	 暴力的な要求行為
(2)	 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)	 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)	 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の

業務を妨害する行為
(5)	 その他前各号に準ずる行為

第12条（犯罪収益移転防止法等に基づく対応）
1. 法人会員は、当社が犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯罪収益移転防止
法」といいます。）および同法に関連するガイドライン等に基づき行う、法人会員に関する
情報や具体的な取引の内容等の確認に関して、以下の事項に異議なく同意します。	
(1)	 当社から運転免許証その他の資料またはその写しの提示または提出を求められた

ときは、これに協力すること	（当社から追加資料の提示または提出を求められた場
合を含みます。）

(2)	 当社からカード利用の取引目的その他の取引内容等の確認を求められたときは、こ
れに協力すること	

(3)	 前各号の場合について、当社から提示、提出または回答の期限の指定を受けたとき
は、正当な理由のない限り、期限内の対応を行うこと	

(4)	 前各号の確認に対する法人会員の回答、具体的な取引の内容、法人会員の説明およ
びその他の事情を考慮して、当社が	マネーロンダリング、テロ資金供与、または経済
制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、	カード利用の全部ま
たは一部が制限または停止されることがあること	

2. 法人会員は、外国の重要な公的地位を現在もしくは過去に有する者またはその家族（犯罪
収益移転防止法施行令第12	条第3	項各号に掲げる者であって、以下「外国PEPs」といい
ます。）	に該当する場合（入会後に該当することとなった場合を含みます。）は、その旨お
よびその国名と職名を直ちに当社へ届け出るものとします。	

3. 法人会員は、外国為替および外国貿易管理に関する法令等により一定の手続が必要な場
合、当社の要求に応じこの手続を行うものとし、または日本国外でのカード利用の全部ま
たは一部の制限または停止に応じるものとします。

American Express @ Work® 特約条項
本特約は、法人会員がAmerican	 Express	@	Work®（以下「本サービス」という。）をご利用
いただく場合に適用されます。本特約において、アメリカン・エキスプレスとは、当社および
American	Express	Travel	Related	Services,	Inc.を意味します。本特約は、本規約に基づく
契約（以下「本契約」という。）の一部を構成します。本特約に定めのない事項は、本契約の定
めに従うものとします。本特約の内容と本契約の内容とが矛盾・抵触する場合は、本特約の規
定が優先して適用されるものとします。

１) 指定ユーザー
(a)	本サービスの利用は、法人会員が、管理責任者または連絡担当者の中から指定した者
（以下「指定ユーザー」という。）に限られます。

(b)	法人会員は、本サービスのデータを保全する目的の一環で、指定ユーザーを限定および
アクセス権限を制限していることを理解し、また、当社所定の方法による場合を除き、指
定ユーザーの変更または追加を行わないことに同意します。法人会員は、指定ユーザー
に本特約を遵守させるものとします。

(c)	本契約に規定されている責任の制限に加え、アメリカン・エキスプレスは、指定ユーザー
が適切な同意または承認を取得していないこと、あるいは指定ユーザー、法人会員、また
はその役員もしくは従業員の不正な行為（不正な申込を含む。）に関連した損失を含め、
指定ユーザーの行為または不作為によって法人会員またはその役員もしくは従業員（役
員または従業員であった者を含む。）に生じた損失または損害（結果的損害を含む。）につ
いて一切責任を負いません。

(d)	法人会員は、アメリカン・エキスプレスが、指定ユーザーによるすべての行為、指示または
通信（指定ユーザーによるアクセスキー設定を含む。）が不正、不完全、不正確または誤っ
て行われた場合であっても、適正に行われたものとして取り扱うことができ、法人会員を
拘束することを理解し、かつ同意します。法人会員は、アクセスキー等の情報を保護する
責任があり、また、承認されたものか不正なものかを問わず、アクセスキーを使って行わ
れたカードの申込について責任を負うものとします。アメリカン・エキスプレスは、指定
ユーザーによる行為、指示または通信を信頼して行動したことによって法人会員が被る
可能性がある損失、損害、費用または経費（直接的または間接的に生じたかどうかを問わ
ず）について一切責任を負いません。

(e)	管理責任者、連絡担当者は、法人会員アカウントおよびカード会員アカウントに関して、法
人会員に代わって行動することを法人会員から認められている者で、アメリカン・エキス
プレスは、管理責任者、連絡担当者から受け取るすべての書面および口頭での指示なら
びに情報に依拠することができます。指定ユーザーは、本契約に規定されている条件に
基づき、本サービスにつき、当社所定の事項を行うものとします。ただし、「グローバル・ア
プライ・フォー・カード(GAFC)」でのカードの申込手続きにおける申し込みの承認につい
ては、管理責任者が指定ユーザーとして指定されている場合に限り行うことができるもの
とします。

(f )	当社は、法人会員からの指示に基づき、法人会員との間で個人データの取扱い等につい
て委託関係にある外国に所在する委託先に対して、カード会員の個人データを提供する
ことがあります。法人会員は、指定ユーザーが以下のことを行うことができるようにするた
めに、適用法（個人情報の保護に関する法律を含みます。）によって要求されるすべての
同意および承認を取得したこと、かつ開示を行ったことを表明および保証します。また、

法人会員は、カード会員の個人データを委託先に提供する場合における委託先の監督
や、外国に所在する第三者への個人データの提供の場合の情報提供（当社がその指示に
従い行うものを含みます。）など、個人情報保護法の要請に基づき、カード会員の個人情
報を適切に取り扱うことを表明および保証します。法人会員は、個人データの委託先が、
個人データの取扱いについて個人情報保護法の規定により個人情報取扱事業者が講ず
べきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要なものとして個
人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備していることを保証します。
(i)	 法人会員アカウントおよびカード会員アカウントの管理ならびに関連業務
(ii)	法人会員アカウントおよびカード会員アカウントの管理のために行う、法人会員の役
員・従業員、および法人会員の関連企業（アメリカン・エキスプレスのコマーシャル・
カード・サービスまたはプログラムに加入するものに限る。）の役員・従業員の個人情
報（氏名、住所、電子メールアドレス、電話番号、カード番号を含むが、これらに限られ
ない。以下「従業員等の個人情報」という。）へのアクセスおよび従業員等の個人情報
の移転（国境を越えたアクセスおよび移転を含む。）

２) 指定ユーザー登録
本サービスにおいては、法人会員が本特約に同意の上、当社所定の方法で利用登録を申請
し、アメリカン・エキスプレスがこれを承認することによって、利用登録が完了するものとしま
す。

３) ユーザーIDおよびパスワードの管理
(a)	法人会員は、アメリカン・エキスプレスから各指定ユーザーに付与された本サービスの
ユーザーIDおよびパスワードを適切に管理する責任を負うものとします。指定ユーザー
は、いかなる場合にも、ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与し、もし
くは第三者と共用することはできません。

(b)	アメリカン・エキスプレスは、ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致し
てログインされた場合には、そのユーザーIDを登録しているユーザー本人による利用と
みなすことができ、当該利用によって生じた結果ならびにそれに伴う一切の責任につい
ては、法人会員に帰属するものとします。

(c)	アメリカン・エキスプレスは、ユーザーIDおよびパスワードの使用または不正使用により
生じる損失または損害について、一切責任を負わないものとします。

４) ライセンスの権利および条件
(a) 	本特約に従い、アメリカン・エキスプレスは、本契約の期間中に限り、各指定ユーザーに
対し、法人会員がアメリカン・エキスプレスと関連のある自社のデータを管理し、それに関
連したレポートへのアクセスまたは作成、および本特約に定めるカードに関する各種手
続きを行うことを唯一の目的として、アクセス権限を付与された本サービスにアクセスし
利用することができる限定的、譲渡不可、かつ非独占的ライセンスを付与するものとしま
す。

(b)アメリカン・エキスプレスは、本サービスに関する一切の権利（特許、著作権、営業秘密
その他の財産権を含むが、これに限りません。）を保持します。法人会員または指定ユー
ザーのいずれも、@	Workをダウンロードすることはできません。また、本サービスの利
用に際し、アメリカン・エキスプレスは、指定ユーザーに対し、次に掲げる行為を禁止しま
す。
(i)	 本サービスから著作権またはその他所有権に関わる表示の削除すること。
(ii)	 本サービスを第三者に対してサブライセンス、リース、賃貸、譲渡、移転または販売す
ること。

(iii)	本サービスを改変、修正、複製、拡張または改造すること。
(iv)	本サービスのリバース・エンジニアリング、変換、翻訳、逆コンパイル、逆アセンブル
または他のソフトウェアもしくは素材への結合を試みること。

(v)	 その他の方法で、本サービスから二次的著作物を生成する、または生成しようと試み
ること。

(c) 前項の規定にかかわらず、指定ユーザーは、選択した本サービス内容に基づき、該当する
場合は、JAVAアプレットをダウンロードすることができ、また本サービスにより指定ユー
ザーが作成したレポートをダウンロード、保管または結合することができます。アメリカ
ン・エキスプレスは、本サービスにより作成されたすべてのレポートの様式および配置に
関して、すべての財産権を保持します。本特約で許諾された本ライセンスは、法人会員ア
カウント契約の終了時に、終了するものとします。

５) 法人会員の義務
法人会員は、本サービスに関するすべての適用法（技術または個人データの海外流出に関す
る法律を含みますが、これに限りません。）を遵守するものとします。法人会員は、本サービス
において法人会員が必要な権利を有するコンテンツおよびデータのみを利用するものとし
ます。

６) 契約の終了
(a)	いずれの当事者も、相手方当事者に30日前に書面で通知することにより、理由の如何を
問わず、本ライセンスを解除することができます。ただし、以下の場合、アメリカン・エキス
プレスは、法人会員に書面で通知することにより、直ちに本ライセンスを解除することが
できます。
(i)	 法人会員が、本契約に基づき支払期日までに該当する料金の支払いを怠った場合
(ii)	 法人会員または指定ユーザーが、本特約に規定されている義務に違反した場合
(iii)	法人会員または指定ユーザーが、本契約に規定されているその他の条件に違反した
場合

(b)	法人会員は、理由を問わず、本契約の満了時または終了時に以下のことを行うものとします。
(i)	 すべての指定ユーザーに本サービスの利用を中止するよう直ちに要請すること
(ii)	 本契約の満了日または終了日までに発生した未払いの料金を遅滞なく支払うこと
(iii)	本契約の満了または終了後15日以内に、法人会員およびその指定ユーザーは、当社
に対し、法人会員が所持する、または法人会員の管理下にあるアメリカン・エキスプ
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レスの文書および秘密情報を破棄または当社に返却すること。この義務は、修正さ
れたかまたはその他資材に結合されたかにかかわらず、あらゆる種類の媒体および
コンピューターメモリーにおける、あらゆる形式（部分的か全体かを問わず）の複製
物に適用されます。上記にかかわらず、法人会員は、本サービスで作成したレポート
をダウンロード、保管、または結合することができます。当社は、本サービスで作成し
たすべてのレポートの様式および配置に関して、すべての財産権を保持します。ア
メリカン・エキスプレス・コーポレートカードまたはコーポレート・パーチェシング・
カードのアカウント契約に関連するすべての条件は、本ライセンスの終了後も存続し
ます。

７) サービスの中断
アメリカン・エキスプレスは、定期または不定期でのメンテナンスを実施する権利を留保しま
す。アメリカン・エキスプレスは、合理的に可能な範囲でメンテナンスの通知を与えるものと
します。本サービスには不測のダウンタイムまたは中断が生じる場合があります。

８) 保証の否認
アメリカン・エキスプレスならびにその第三者であるサプライヤーおよびライセンサーは、本
サービスが法人会員の要求を満たすこと、本サービスへのアクセスまたは本サービスの運営
が中断されず、安全でエラーがないこと、エラーがすべて修正されること、または本サービスに
より作成されたデータもしくはレポートが正確であることを保証しません。本サービスは、「現
状有姿」で提供されるものであり、法律で認められる限りにおいて、アメリカン・エキスプレスな
らびにその第三者であるサプライヤーおよびライセンサーは、明示または黙示を問わず、あら
ゆる種類の表明または保証（商品性の黙示的保証、特定目的に対する適合性、権原、非侵害ま
たは正確性に関するものを含みますが、これらに限られません。）を明確に否認します。

９) 本特約の変更
(a)	当社は、次の各号に該当する場合には、本特約の変更の効力発生時期を定め、本規約を
変更する旨および変更後の内容ならびにその効力発生時期を、当社のウェブサイトへの
掲載その他の相当な方法により周知することによって、本規約を変更することができるも
のとします。
(i)改定の内容が法人会員の一般の利益に適合するとき
(ii)改定の内容が本特約に係る取引の目的に反せず、改定の必要性、改定後の内容の相
当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき

(b)当社は、前項に基づくほか、法人会員に対し変更日の30日前までに通知することによっ
て、本特約を変更することができるものとします。この場合、当該通知後の本サービスの
利用をもって法人会員の変更に対する承諾の意思表示とし、当該意思表示をもって法人
会員に対し変更後の特約が適用されるものとします。

（2023年10月1日改訂）




